
三田市都市公園条例新旧対照表 
現行 改正案 

第 1条～第 30 条の 3 省略 第 1条～第 30 条の 3 省略 

(指定管理者が業務を行う場合の準用) (指定管理者が業務を行う場合の準用) 

第 30 条の 4 第 4条(第 1項第 5号を除く。)、第 6条、第 7 条、第 16 条から第 2

2 条まで、第 23 条、別表第 2 の 2 及び別表第 4 の規定は、指定管理者に第 30

条の 2 各号に掲げる業務を行わせている場合について準用する。この場合にお

いて、第 4 条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第 4条の 2(第 21 条第 2

項において読み替えて準用する場合を含む。)中「市長」とあるのは「指定管理

者」と、「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」と、第 6条及び第

7 条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第 16 条中「使用料」とあるのは

「利用料金」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」と、第 17 条及び第 18 条

中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「市長は」とあるのは「指定管理者

は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第 19 条第 1項及び第 2項中「市長は、

必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認める

ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、同条第 4 項、第 20 条から第 22 条

まで及び第 23 条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表第 2の 2 中「使

用料」とあるのは「利用料金」と、別表第 4 中「使用料」とあるのは「利用料

金」と読み替えるものとする。 

第 30 条の 4 第 4条(第 1項第 5号を除く。)、第 6条、第 7 条、第 16 条から第 2

2 条まで、第 23 条、別表第 2 の 2 及び別表第 4 の規定は、指定管理者に第 30

条の 2 各号に掲げる業務を行わせている場合について準用する。この場合にお

いて、第 4 条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第 4条の 2(第 21 条第 2

項において読み替えて準用する場合を含む。)中「市長」とあるのは「指定管理

者」と、「聴く」とあるのは「市長に対し聴くことを求める」と、第 6条及び第

7 条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第 16 条中「使用料」とあるのは

「利用料金」と、「使用料等」とあるのは「利用料金」と、第 17 条及び第 18 条

中「使用料等」とあるのは「利用料金」と、「市長は」とあるのは「指定管理者

は、あらかじめ市長の承認を得て」と、第 19 条第 1項及び第 2項中「市長は、

必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要があると認める

ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、同条第 4 項、第 20 条から第 22 条

まで及び第 23 条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、別表第 2の 2 中「使

用料」とあるのは「利用料金」と、別表第 4 中「使用料」とあるのは「利用料

金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

第 30 条の 4～第 33 条 省略 第 30 条の 4～第 33 条 省略 

別表第 1(第 3条関係) 別表第 1(第 3条関係) 

  都市公園 

番号 名称 所在地 摘要 

省略 

164 新三田桜のこみち

公園 

 
 

三田市福島 1丁目 4番 街区公園 

 

  都市公園 

番号 名称 所在地 摘要 

省略 

164 新三田桜のこみち

公園 

三田市福島 1丁目 4番 街区公園 

165 対中公園 三田市対中町 1394 番 街区公園 
 

別表第 2～別表第 3 省略 別表第 2～別表第 3 省略 

別表第 4(第 16 条、第 30 条の 3関係) 別表第 4(第 16 条、第 30 条の 3関係) 
公園名 施設の使用区分 使用料 摘要 

単位 昼間 夜間 

城山公

園 

省略 

体

育

競

技

専用使

用 

全面 1時間 3,600円 3,600円 

 

公園名 施設の使用区分 使用料 摘要 

単位 昼間 夜間 

城山公

園 

省略 

体

育

競

技

専用使

用 

全面 1月から

5月まで

1時間 3,600円 3,600円 



館 場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

館 場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及 び 10

月 か ら

12 月 ま

で(使用

者 の 申

請 に 基

づ き 市

長 が 空

調 使 用

を 許 可

し た 場

合 を 除

く。以下

こ の 表

に お い

て 同

じ。) 

6月から

9月まで

(1 月 か

ら5月ま

で 及 び

10 月 か

ら 12 月

ま で の

期 間 で

使 用 者

の 申 請

に 基 づ

き 市 長

が 空 調

使 用 を

許 可 し

た 場 合

を含む。

以 下 こ

1時間 5,100円 5,100円 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

半面 1時間 1,800円 1,800円 

 

 

 

 

 

 
 

1／3面 1時間 1,200円 1,200円 

 

 

 

 

 

 

 
個人使用 1時間1

人 

300円 300円児童生徒

1／2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の 表 に

お い て

同じ。) 

半面 1月から

5月まで

及 び 10

月 か ら

12 月 ま

で 

1時間 1,800円 1,800円 

6月から

9月まで 

1時間 2,550円 2,550円 

1／3面 1月から

5月まで

及 び 10

月 か ら

12 月 ま

で 

1時間 1,200円 1,200円 

6月から

9月まで 

1時間 1,700円 1,700円 

個人使用 1時間1

人 

300円 300円児童生徒

1／2 

 全面 6月から

9月まで

個 人 使

用 の 使

用 料 に

加算 

1時間 1,500円 1,500円児童生徒

1／2 

半面 6月から

9月まで

個 人 使

用 の 使

用 料 に

加算 

1 時間 750円 750円児童生徒

1／2 

1／3面 6月から

9月まで

個 人 使

1 時間 500円 500円児童生徒

1／2 



 

 

 

省略 

省略 

省略 

1～5 省略 

 

 
 

以下省略 

用 の 使

用 料 に

加算 

省略 

省略 

省略 

1～5 省略 

6 児童生徒が使用した場合の使用料の額又は第18条の規定による減額後の使用

料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。 

以下省略 

 


